
 

建設工事に係る最低制限価格の運用要領 

 

制定 平成２２年１月１５日 

最終改正 平成３０年３月２８日 

 

（趣旨） 

第 1 条 本運用要領は、山武郡市広域水道企業団が一般競争入札または指名競争 

入札（以下「入札」という。）により建設工事の請負契約を締結しようとする場合にお 

いて、地方自治法施行令第１６７条の１０第２項（第１６７条の１３の規定により準用する場

合を含む。）の規定により最低制限価格を設けるときの取扱いについて必要な事項を定

めるものとする。 

（対象工事） 

第 2 条 この要領は、競争入札に付する建設工事に適用するものとする。ただし、企業長 

が最低制限価格制度を適用する必要がないと特に認めるものについては、この限りでな 

い。 

（最低制限価格の算定方法等） 

第 3 条 最低制限価格は、工事の予定価格から消費税及び地方消費税に相当する額を 

控除した額（以下｢予定価格｣という。）に、次に掲げる額（１円未満の端数があるときは、そ

の端数金額を切り捨てる。）の合計額を当該工事設計金額から消費税及び地方消費税に

相当する額を控除した額（以下｢工事価格｣という。）で除して得た割合（小数点以下第２位

を四捨五入とする。）を乗じて得た額（１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り

捨てる。）とする。ただし、次に掲げる額の合計額を当該工事の工事価格で除して得た割

合が、１０分の８．８を超える場合にあっては当該工事の予定価格に１０分の８．８を乗じて

得た額とし、１０分の７に満たない場合にあっては当該工事の予定価格に１０分の７を乗じ

て得た額（１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。）とする。 

（１）  直接工事費の額に１０分の９．５を乗じて得た額 

（２）  共通仮設費の額に１０分の９を乗じて得た額 

（３）  現場管理費の額に１０分の９を乗じて得た額 

（４）  一般管理費等の額に１０分の５．５を乗じて得た額 

２  前項各号に掲げる額が明確に区分されていないものについては、前項の算定方法に 

かかわらず１０分の７から１０分の９までの範囲内で適宜の割合とする。 



 

 

（公表等） 

第 4 条 最低制限価格を設けるときは、一般競争入札にあっては公告において、指名競

争入札にあっては参加者の指名に係る通知において、その旨を明示するものとする。 

（委任） 

第 5 条 この要領の実施に関し必要な事項は、企業長が別に定める。 

 

附 則 

この要領は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

 


